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１ 計画の概要 
 

(1) 計画の背景 
平成７年１月17日の未明に発生した阪神・淡路大震災では、地震により6,434

人もの尊い命が奪われました。このうち地震による直接的な死者数は5,502人で

あり、さらにこの約９割にあたる4,831人が住宅や建築物の倒壊等によるもので

した。 

 特に、昭和56年の建築基準法改正による「新耐震設計法」（以下「新耐震」

という。）以前に建築された建築物に大きな被害があったことから、国民の生

命、身体および財産の保護を目的とし、建築物の耐震改修を円滑に推進するた

めに「建築物の耐震改修の促進に関する法律」（平成７年法律第123号。以下「耐

震改修促進法」という。）が平成７年10月27日に公布され、同年12月25日より

施行されました。 

 その後も、平成16年10月の新潟県中越地震、平成17年３月の福岡県西方沖地

震、平成23年３月の東日本大震災、平成28年４月の熊本地震、平成30年６月の

大阪府北部地震など大規模な地震が全国各地で頻発し、多くの被害が発生して

います。我が国において、大規模な地震はいつ、どこで発生してもおかしくな

い状況になっており、住宅・建築物の耐震化が最も重要な課題であり、緊急か

つ最優先に取り組むべきものとなっています。 

国においては、平成18年に耐震改修促進法を一部改正（平成17年11月７日公

布、平成18年１月26日施行）し、この改正により、「建築物の耐震診断及び耐

震改修の促進を図るための基本的な方針（平成18年国土交通省告示第184号。）」

が示され、住宅および多数の者が利用する一定規模以上の建築物（以下この項

において「特定建築物」という。）の耐震化率の目標が定められたほか、都道

府県による耐震改修促進計画の策定が義務付けられました。これを受けて、秋

田県では平成19年３月に「秋田県耐震改修促進計画」（以下「県促進計画」と

いう。）を策定しています。 

 本市においては、平成19年12月に「秋田市耐震改修促進計画」（以下「第１

期市促進計画」という。）を策定し、建築物の耐震化の促進に向けて、平成19

年度から令和２年度までの14年間に以下のような取組を実施してきました。 

 

【これまでの主な取組】 

● 公共建築物の耐震診断、耐震改修の実施 

災害時の対策拠点となる各庁舎や学校施設、公営住宅をはじめとする公

共建築物について、耐震診断および耐震改修を実施しました。 

● 秋田市木造住宅耐震改修等事業 

木造住宅の耐震化を促進するため、耐震診断士の派遣や、耐震改修設計

および耐震改修工事に対する補助を実施しました。 
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● 秋田市要緊急安全確認大規模建築物耐震化促進事業 

耐震診断義務付け対象建築物の耐震診断と耐震改修工事に対する補助を

実施しました。 

● 相談体制の整備および情報提供の充実 

耐震診断および耐震改修に関する相談窓口を設置し、また、啓発資料や

ホームページ等を活用した情報提供の充実を図りました。 

  

※ 取組の詳細については、「４ 住宅・建築物の耐震診断および耐震改修

の促進を図るための施策に関する事項」および「５ 住宅・建築物の地震

に対する安全性の向上に関する啓発および知識の普及」に記述します。 

 

これらの取組により、第１期市促進計画で定めた住宅および特定建築物の耐

震化率の目標値に対する実績は、次のようになります。 

 

表１－１ 住宅および特定建築物の耐震化率（第１期市促進計画） 

 目標耐震化率 【実績】耐震化率（見込） 

住宅 90％（令和２年度末） 87.6％（令和２年度末） 

特定建築物 

（多数の者が利用する建築物） 
95％（令和２年度末） 93.0％（令和２年度末） 

 

 住宅および特定建築物の耐震化率は、目標値に届かない見込みです。震災時

の被害が懸念される旧耐震基準の住宅および特定建築物について、改めて耐震

化率の目標値を定め、耐震化の促進に向けた取組を継続して実施する必要があ

ります。 

本市では、全県で死者104名の被害を

もたらした昭和58年５月の日本海中部

地震以来、大きな地震災害は発生して

いませんが、秋田県沖ではこれまで大

きな地震が発生していない「地震の空

白域」が指摘されています。大規模な

地震の発生に備え、建築物の地震に対

する安全性の向上をより一層促進する

ため、第１期市促進計画によるこれま

での取組を評価したうえで、令和３年

度以降の５カ年を計画期間とする「第

２期秋田市耐震改修促進計画」を新た

に策定しました。 

文部科学省地震調査研究推進本部ホームページより引用加工 

図１－１ 地震空白域 
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(2) 計画の目的 
 本市では、地震による建築物等の倒壊又は損壊により生ずる、人的被害およ

び物的被害を防止・軽減させ、市民の安全・安心を確保し、既存建築物等の耐

震改修等を計画的に促進するため、耐震改修促進法第６条に基づく「第２期秋

田市耐震改修促進計画」（以下「市促進計画」という。）を定めます。 

 なお、市促進計画の計画期間は、令和３年度から令和７年度までの５年間と

します。 

 

(3) 計画の位置付け 
「市促進計画」は、国の基本方針に基づいて策定された「県促進計画」（第

１期：平成19年３月、第２期：平成28年３月、第３期：令和３年３月）を踏ま

え、策定しています。 

 また、本市がめざすべき将来都市像の指針である「県都『あきた』創生プラ

ン」（第14次秋田市総合計画。令和３年３月策定中）に基づくとともに、「秋

田市地域防災計画」（以下「市防災計画」という。昭和39年11月作成。平成31

年３月修正）や「第２期秋田市住生活基本計画」（令和３年３月）、「秋田市

国土強靱化地域計画」（令和２年８月）等の基本施策との整合を図りつつ定め

るものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－２ 第２期秋田市耐震改修促進計画の位置付け 

 

(4) 対象建築物 
本計画の対象となる建築物は、原則として建築基準法（昭和25年法律第201

号）に規定する新耐震基準（昭和56年６月１日施行）導入以前に建築された「住

耐震改修促進法の改正 

建築物の耐震診断及び

耐震改修の促進を図る

ための基本方針 

秋田県耐震改修促進計画 

第 14 次秋田市総合計画（策定中） 
県都『あきた』創生プラン 

秋田市地域防災計画 

第２期秋田市耐震改修促進計画 

第２期秋田市住生活基本計画 

国の地震防災戦略 

市の基本施策 

市の目指すべき将来都市像の指針 

 

など 秋田市国土強靱化地域計画 
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宅」「特定建築物」「市所有建築物」とし、表１－２に示します。 

なお、平成25年11月に改正された耐震改修促進法第16条では、「一定の既存

耐震不適格建築物の所有者の努力等」として、特定建築物以外の建築物の所有

者に対して、耐震診断や耐震改修の実施に関する努力義務規定が新設されまし

た。 

本市では、この法改正の趣旨を尊重し、表１－２以外の建築物に対しても、

本計画で示した施策等を必要に応じて適用します。 

 

表１－２ 第２期秋田市建築物耐震改修促進計画の対象建築物 

種  類 備  考 

住 宅 戸建て住宅、共同住宅、長屋住宅など 

特定建築物 
耐震改修促進法第14条各号に規定される特定既存耐

震不適格建築物 

 

法第14条第１号 

◆多数の者が利用する建築物 

学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展

示場、百貨店、事務所、老人ホーム、その他多数の

者が利用する建築物で一定規模以上のもの 

⇒表１－３「特定建築物一覧表（法第14条関連）」参照 

法第14条第２号 

◆危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物 

一定数量以上の火薬類、石油類その他の危険物の

貯蔵場又は処理場 

⇒表１－４「特定建築物となる危険物の数量一覧」参照 

法第14条第３号 

◆地震発生時に通行を確保すべき道路沿道の建築物 

耐震改修促進法第６条第３項第２号の規定に基づ

き、市促進計画において指定された道路の沿道で、

円滑な避難を困難とするおそれがある通行障害建築

物 

⇒Ｐ７「(ｲ) 通行障害建築物の規模」参照 

市所有建築物 
本市の所有する学校、公営住宅、庁舎などの建築物 

※市関連の地方独立行政法人等を含む 

 

ア 多数の者が利用する建築物 

耐震改修促進法において、耐震診断・耐震改修の実施について努力義務が

課せられている特定建築物は、表１－３に示す用途や規模要件に該当する建

築物です。このうち一定規模以上のものについては、必要な耐震診断および

耐震改修が行われていない場合、指示の対象となります。多数の者が利用す

る建築物は、同法第14条第１号特定既存耐震不適格建築物に該当します。 
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※ 法第５条第３項第１号に基づく要安全確認計画記載建築物（防災拠点建築物）
は、県促進計画において記載されています。 

※ 法第５条第３項第２号又は第６条第３項第１号に基づき指定された要安全確認
計画記載建築物（避難路沿道建築物）は、県内にありません。(令和３年３月現在) 

 

    表１－３ 特定建築物一覧表（法第14条関連） 

法 耐震改修促進法での用途区分 

特定既存耐震不適格 

建築物の規模要件 

（第14条各号） 

指示対象となる特定既存 

耐震不適格建築物の規模要件 

（第15条第２項） 

耐震診断義務化の 

対象建築物の要件 

（附則第３条第１項 要緊急

安全確認大規模建築物） 

(義務化対象は旧耐震建築物) 

第14条 

第１号 

学

校 

小学校、中学校、中等教育学校

の前期課程、特別支援学校 

階数2以上かつ1,000㎡以上 

(屋内運動場の面積を含む) 

階数2以上かつ1,500㎡以上 

(屋内運動場の面積を含む) 

階数2以上かつ3,000㎡以上 

(屋内運動場の面積を含む) 

上記以外の学校 階数3以上かつ1,000㎡以上   

体育館（一般公共の用に供されるもの） 階数1以上かつ1,000㎡以上 階数1以上かつ2,000㎡以上 階数1以上かつ5,000㎡以上 

ボーリング場、スケート場、水泳場そ

の他これらに類する運動施設 

階数3以上かつ1,000㎡以上 

 

階数3以上かつ2,000㎡以上 階数3以上かつ5,000㎡以上 

病院、診療所 

劇場、観覧場、映画館、演芸場 

集会場、公会堂 

展示場 

卸売市場   

百貨店、マーケットその他の物品販売

業を営む店舗 
階数3以上かつ2,000㎡以上 階数3以上かつ5,000㎡以上 

ホテル、旅館 

賃貸住宅（共同住宅に限る）、寄宿舎、

下宿 
  

事務所 

老人ホーム、老人短期入所施設、福祉

ホーム、その他これに類するもの 

階数2以上かつ1,000㎡以上 階数2以上かつ2,000㎡以上 階数2以上かつ5,000㎡以上 老人福祉センター、児童厚生施設、身

体障害者福祉センターその他これに類

するもの 

幼稚園、幼保連携型認定こども園、保

育所 
階数2以上かつ500㎡以上 階数2以上かつ750㎡以上 階数2以上かつ1,500㎡以上 

博物館、美術館、図書館 

階数3以上かつ1,000㎡以上 

 

階数3以上かつ2,000㎡以上 階数3以上かつ5,000㎡以上 

遊技場 

公衆浴場 

飲食店、キャバレー、料理店、ナイト

クラブ、ダンスホールその他これらに

類するもの 

理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他

これらに類するサービス業を営む店舗 

工場（危険物の貯蔵場又は処理場の用

途に供する建築物を除く。） 
  

車両の停車場又は船舶若しくは航空機

の発着場を構成する建築物で旅客の乗

降又は待合の用に供するもの 

階数3以上かつ2,000㎡以上 階数3以上かつ5,000㎡以上 自動車車庫その他の自動車又は自転車

の停留又は駐車のための施設 

保健所、税務署その他これに類する公

益上必要な建築物 

第14条 

第２号 

危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供

する建築物（Ｐ６参照） 

政令で定める数量以上の危険

物を貯蔵、処理する全ての建

築物 

500㎡以上 

階数１以上かつ5,000㎡以上 

(敷地境界線から一定距離以

内に存する建築物に限る) 

第14条 

第３号 

その敷地が都道府県又は市町村耐震改

修促進計画で指定された道路に接する

通行障害建築物（Ｐ６参照） 

政令で定める高さを超える建

築物 
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イ 危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物 

危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物の危険物の種類および数

量は、耐震改修促進法に基づき、以下のとおりです。 

 

表１－４ 特定建築物となる危険物の数量一覧 

危険物の種類 危険物の数量 

① 火薬類（法律で規定） 

イ 火薬 

ロ 爆薬 

ハ 工業雷管及び電気雷管 

ニ 銃用雷管 

ホ 信号雷管 

ヘ 実包 

ト 空包 

チ 信管及び火管 

リ 導爆線 

ヌ 導火線 

ル 電気導火線 

ヲ 信号炎管及び信号火箭 

ワ 煙火 

カ その他の火薬を使用した火工品 

  その他の爆薬を使用した火工品 

 

10ｔ 

5ｔ 

50万個 

500万個 

50万個 

5万個 

5万個 

5万個 

500km 

500km 

5万個 

2ｔ 

2ｔ 

10ｔ 

5ｔ 

② 消防法第2条第7項に規定する危険物 危険物の規制に関する政令別表第三の指定数量の

欄に定める数量の10倍の数量 

③ 危険物の規制に関する政令別表第4備考第6号

に規定する可燃性固体類及び同表備考第8号に

規定する可燃性液体類 

可燃性固体類30ｔ 

可燃性液体類20㎥ 

④ マッチ 300マッチトン ＊） 

⑤ 可燃性のガス（⑥及び⑦を除く。） 2万㎥ 

⑥ 圧縮ガス 20万㎥ 

⑦ 液化ガス 2,000ｔ 

⑧ 毒物及び劇物取締法第2条第1項に規定する毒

物又は同条第2項に規定する劇物（液体又は気体

のものに限る。） 

毒物20ｔ 

劇物200ｔ 

＊）マッチトンはマッチの計量単位。１マッチトンは、並型マッチ（56×36×17ｍｍ）で7,200個、約120kg。 

 

ウ 地震発生時に通行を確保すべき道路沿道の建築物 

(ｱ) 地震発生時に通行を確保すべき道路 

   建築物が地震によって倒壊した場合、その敷地に接する道路の通行や多

数の者の円滑な避難および避難者への緊急物資の輸送等の妨げとなること

が考えられます。 

地震発生時に通行を確保すべき道路として、緊急輸送道路、避難路、通

学路等避難場所に通じる道路等があげられます。このうち、「秋田県地域

防災計画」（以下「県防災計画」という。）による「緊急輸送道路」を、

耐震改修促進法第６条第３項第２号に基づく道路として指定します。 
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表１－５ 緊急輸送道路の分類 

第１次緊急輸送道路

ネットワーク 

県庁所在地、地方都市及び重要港湾、空港等を連絡する道路 

第２次緊急輸送道路

ネットワーク 

第１次緊急輸送道路と市町村役場、主要な防災拠点（行政機

関、公共機関、主要駅、港湾、ヘリポート、災害医療拠点、

自衛隊等）を連絡する道路 

第３次緊急輸送道路

ネットワーク 

その他の道路 

   

(ｲ) 通行障害建築物の規模 

耐震改修促進法において通行障害建築物とは、そのいずれかの部分の高

さが、当該部分から前面道路の境界線までの水平距離に、前面道路の幅員

が12ｍ以下の場合は６ｍを、前面道路の幅員が12ｍを超える場合は道路幅

員の1/2の距離を加えた数値を超えるものと定められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｳ) 避難時に重要な道路 

  緊急輸送道路から県防災計画で

指定する防災拠点（屋内・屋外）、

市防災計画で指定する避難施設（屋

内）および避難場所（屋外）に通じ

る道路を、「避難時に重要な道路」

とします。 

 

新潟県中越沖地震の状況（秋田市職員撮影） 

写真１－１ 道路閉塞状況 

中央 

前面道路（L） 

高さ（L／２） 

45° 

道路４ｍ 

６ｍ 

高さ６ｍ 

① 前面道路幅員が12ｍを超える場合 

幅員の1/2の高さを超える建築物 

② 前面道路幅員が12ｍ以下の場合 

６ｍの高さを超える建築物 

（国土交通省ホームページより） 

図１－３ 道路閉塞させる住宅・建築物 
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図１－４ 緊急輸送道路ネットワーク図 


